
件　　　名
修繕契約（峡田小学校外１校プール可動床装置部品
交換）

№5200793

工（納）期

契約締結日

契約金額

随意契約（相手方指定）調書

相手方指定理由

令和８年３月３１日

令和７年１１月７日

１,９８２,８６０円（消費税込み）

別紙に記載のとおり。

（法人番号：8010801000958）

契約相手方
株式会社　石森製作所

備　　考



契約審査委員会資料

R7.10.30

件　　名

名　称

代表者

所在地

業者選定理由書

修繕契約（峡田小学校外１校プール可動床装置部品交換）

物品契約・随意契約（相手方指定）

経理課契約係

指名業者
（案）

株式会社　石森製作所

代表取締役　石森　丈雄

神奈川県川崎市川崎区港町２番１８号

特命理由

その他
特記事項

○根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

　
　本件は、峡田小学校及び諏訪台中学校において、プール可動床の目地部材及び
支柱蓋に経年劣化による不具合が生じたことから、可動床装置の部品交換等を行
うものである。
　主管課からは、契約締結請求にあたり、部の機種・業者選定委員会の了承を得た
うえで、上記業者を契約の相手方としたい旨の依頼があった。

　経理課として検討したところ、
①上記業者は当該設備の製作、施工及び保守点検業者であるため、設備の仕様・構
造を熟知しており、迅速かつ確実な履行が期待できる。
②本件は製品全体の安全な動作を保証するために、専用部品取付における技術や
その後の調整が必要であり、上記業者は他社に部品の供給を行っていないことか
ら、上記業者以外の履行は困難である。

　以上のことから、上記業者を相手方に指定した随意契約を締結する。


